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２. 　換気設備に適用する積算基準は機械設備設計業
務委託積算基準 第5章 トンネル換気設備・非常
用施設でしょうか。その場合の台数・口径・設備
区分などの補正係数、現地調査・設計協議の有無
についてご教示ください。異なる場合は適用する
歩掛についてご教示ください。

　換気設備に適用する積算基準については、「機
械設備設計業務委託積算基準」（令和8年度版 国
土交通省） 第8章 共同溝付帯設備となります。
　なお、換気設備の標準工数の算定に必要となる
設備の設置箇所数は、特記仕様書4.1(1)対象範囲
のとおり、4箇所設置することとしております。

５. 　業務成果品費の計上有無についてご教示願いま
す。

　納品頂く業務成果品については、特記仕様書
Ⅲ.成果品等に記載されているとおりです。
　なお、業務成果品費については、機械設備設計
業務委託積算基準に基づき、計上しております。

　動力盤に適用する積算基準についてご教示くだ
さい。

３.

質疑事項
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１. 　排水設備に適用する積算基準は機械設備設計業
務委託積算基準 第3章 揚排水ポンプ設備でしょ
うか。その場合の台数・ケーシング形式・異種・
異口径などの補正係数、現地調査・設計協議の有
無についてご教示ください。異なる場合は適用す
る歩掛についてご教示ください。

　排水設備に適用する積算基準については、「機
械設備設計業務委託積算基準」（令和8年度版 国
土交通省） 第8章 共同溝付帯設備となります。
　なお、排水設備の標準工数の算定に必要となる
設備の設置箇所数は、特記仕様書4.1(1)対象範囲
のとおり、12箇所設置することとしております。

４. 　特記仕様書に旅費交通費について記載がござい
ませんが、旅費交通費は当初未計上でしょうか。
計上している場合、旅費算定に必要な区間、移動
人数、日数についてご教示願います。

　旅費交通費については、特記仕様書Ⅱ.3.現地
調査及び6.官公庁手続き等において、下記要件に
て計上しております。
　【現地調査】
　区間：九段下⇔羽田空港（往復）
　移動人数：２名
　日数：２日
　【官公庁手続き等】
　区間：九段下⇔羽田空港（往復）
　移動人数：２名
　日数：２日

　動力盤に適用する積算基準については、「機械
設備設計業務委託積算基準」（令和8年度版 国土
交通省） 第8章 共同溝付帯設備となります。
　なお、動力盤については、「機械工事共通仕様
書（案）」（令和8年3月 国土交通省）第11章 第
4節 操作制御設備に相当するものとなります。
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９. 　打合せの実施回数ならびに技術者構成について
ご教示願います。

　打合せの回数については、特記仕様書Ⅰ.5.(4)
に記載のとおり、下記回数を想定しております。
　・業務着手時：１回
　・中間打合せ：１回
　・最終合わせ：１回
　また、打合せに必要な技術者構成については、
下記のとおりとなります。
　・業務着手時：主任技師・技師（A）
　・中間打合せ：技師（A）・技師（B）
　・最終打合せ：主任技師・技師（A）

６. 　事務用品費の計上有無についてご教示願いま
す。

　計上しておりません。

７. 　電子計算機使用料および機械器具損料の計上有
無についてご教示願います。

　計上しておりません。

８. 　特許使用料、製図費、委員会経費の計上有無に
ついてご教示願います。

　計上しておりません。
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